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取材案内 

若年犯罪者の更生のためケニア政府関係者 10名が来日 

日本が誇る「保護司」制度を学ぶ初の取組み 
制定後初の 4月 17日「国際更生保護ボランティアの日」に取材可能 

 

「信頼で世界をつなぐ」をビジョンに掲げ、日本の政府開発援

助（ODA）実施機関として開発途上国への国際協力を行う独立行

政法人国際協力機構（理事長：田中明彦、本部所在地：東京都千

代田区、以下：JICA）は、4 月 14 日（月）より 2 週間、ケニアの非

行児童や若年犯罪者の改善更生や社会復帰の促進、犯罪予防

に携わる政府関係者を招き、日本の「保護司」制度について

学ぶことを目的とした研修事業を実施します。なお、JICAが同

制度を途上国向けの研修に取り込むのは初の取組みです。 

 

「保護司」制度は、非行や犯罪に走ってしまった児童や若年者の社会復帰を支える日本が誇る若年

犯罪者の更生制度の一つで、海外からも注目を集めています。JICA では、法務省や UNAFEI（国連ア

ジア極東犯罪防止研修所）から協力を得ながら「保護司」制度の経験を共有し、ケニアの非行児童や

若年犯罪者の改善更生や社会復帰の促進、犯罪予防に向け、ケニアの「保護観察ボランティア」制度

の確立を目指し、3年間の技術協力プロジェクトを実施しています。本研修では、東京・横浜において、

保護観察ボランティアを活用した社会内処遇の向上をテーマに研修を実施します。日本における保護

司の採用や研修内容等の保護司制度の実施体制とともに、保護観察官との具体的な協働実態につ

いて学びます。これにより、ケニアでの実施体制や実務の在り方について、今後の方向性を検討する

ことを目的としています。 

 

研修期間中の 4月 17日は、本研修内容と軌を一にする、制定後初となる「国際更生保護ボランティ

アの日」を迎えます。研修員は、以下のとおり式典に参加する他、更生保護施設を訪問します。是非、

取材・報道をご検討ください。 

 

１．取材可能な日程 

見学詳細、集合場所詳細は取材のお申込み後にお知らせいたします。 

日時  内容  場所  

4/17（木） 

11：00～12:15 

(10：30頃集合) 

「社会を明るくする運動」第 1回「国際更生保護ボ

ランティアの日」中央通り広報パレードに参加する 

ケニア研修員への取材 

都議会議事堂 

都民広場（式典広場） 

住民に保護観察ボランティアの説明をする 

ケニアの保護観察官（左） 
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4/17（木） 

14:30～16:30 

（14:15頃集合） 

更生保護施設見学 ステップ押上 

（更生保護施設） 

※詳細はお問い合わせください。  

※取材を希望される場合は、4月 15日（火）17時までに問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。  

※連絡いただく際は、必要事項として、氏名（フリガナ）、生年月日、住所、事業者名、緊急連絡先（※当日連

絡できる電話番号）を E-mailにて下記連絡先まで送付ください。また、研修員や講師への取材希望に  

ついても併せてご連絡ください。 

※スペースの関係人数制限を設けさせていただいており、締め切りを過ぎてからのご連絡の場合、ご取材 

いただけない場合がございます。 

※取材にあたっては、各施設担当者の指示に従っていただくようお願い申し上げます。研修員への随行取 

材とし、施設内での単独行動はお控えください。 

※当日は顔写真付きの身分証明書をご持参いただき、後日ご案内する場所に集合して下さい。 

※当日は研修監理員が同行し、通訳（日本語-英語）を行います。 

 

2．実施体制 

主催：独立行政法人国際協力機構 東京センター（JICA東京） 

実施：国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI) 

 

3．研修概要 

研修コース名 ：国別研修「保護観察ボランティアを活用したコミュニティにおける更生保護制   

度づくり支援」 

全体研修期間 ：2025年 4月 14日～2025年 4月 25日    

研修参加者  ：ケニア内務・国家省 国家矯正サービス部門 保護観察局 計 10名 

 

■独立行政法人国際協力機構（JICA）について  

JICA は、開発途上国が直面する課題を解決するため、技術協力、有償資金協力、無償資金協力など

日本の政府開発援助（ODA）を一元的に担う二国間援助の実施機関で、150 以上の国と地域で事業を

展開しています。 国際社会の課題は日本とも密接に関係しています。国内外のパートナーと協力して

それらの解決に取り組み、世界の平和と繁栄、日本社会の更なる発展に貢献します。 詳しくは

https://www.jica.go.jp/index.htmlをご覧ください。  

 

【本件に関する問い合わせ先】 

 JICA PR 事務局 担当：三好、丸山、遠山、土屋、乗鞍 

TEL：03-5572-7334  MAIL： jica_pr@vectorinc.co.jp 

 

https://www.jica.go.jp/index.html

